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(57)【要約】
【課題】電気光学装置において、基板の実装領域側にお
ける外形寸法を小さくすることが可能な配線基板の実装
構造を提供する。
【解決手段】電気光学装置は、液晶層を挟持する素子基
板及び対向基板を有する液晶表示パネルを備える。実装
領域にはＦＰＣ等が実装される。ＦＰＣ１６の一端は、
素子基板の表示側と反対側の面において素子基板に接続
され、ＦＰＣの一端における第１の外側面が、液晶表示
パネルの表示領域とは逆側を向くようＦＰＣが配置され
ている。この構成によれば、ＦＰＣを折り返すことなく
、ＦＰＣを液晶表示パネルの表示面の裏側に配置するこ
とができる。そのため、ＦＰＣを折り返すための領域が
不要となる。素子基板に接続されるＦＰＣの一端におけ
る端辺は、素子基板の外側にはみ出さないようにＦＰＣ
を配置すれば、液晶表示パネルの外形寸法に対して全く
影響を及ぼさない構成となる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一の面が表示側となるパネル基板を有する電気光学パネルと、
　前記パネル基板と接続された配線基板と、を備え、
　前記配線基板の一端は、前記パネル基板の前記表示側と反対側の面において前記パネル
基板に接続され、
　前記配線基板の一端における外側面が、前記電気光学パネルの表示領域とは逆側を向く
よう前記配線基板が配置されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　前記配線基板の少なくとも一部が、前記電気光学パネルの前記表示領域と重なっている
ことを特徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記電気光学パネルの前記表示側とは逆側に配置された照明装置と、
　前記電気光学パネルの前記表示側とは逆側に配置され、前記照明装置を収容する枠体と
、を備え、
　前記配線基板は、前記一端側が前記枠体と前記実装領域との間に配置され、さらに前記
枠体の内側面に沿って前記電気光学パネルから離隔する方向に延在し、さらに前記照明装
置において前記電気光学パネル側とは逆側の面と対向する位置まで延在していることを特
徴とする請求項１又は２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　前記電気光学パネルは、前記電気光学層を挟持する前記パネル基板及び対向基板と、前
記電気光学層を駆動するドライバＩＣと、を備え、
　前記パネル基板は、前記対向基板の一端より前記電気光学層とは逆側に張り出す前記実
装領域を有し、
　前記ドライバＩＣは、前記配線基板、又は前記パネル基板において前記実装領域以外の
領域に配置されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電気光学
装置。
【請求項５】
　前記配線基板には、前記一端側とは逆側に位置する他端側が、前記電気光学パネル又は
前記照明装置における前記表示側とは逆側の面に対し対向するように、折癖が付与された
複数の屈曲部を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の電気光学
装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電気光学装置を表示部として備えることを特徴
とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種情報の表示に用いて好適な電気光学装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、携帯電話機、携帯情報端末機、コンピュータディスプレイなどの電子機器におい
て、映像を表示するために液晶装置、又はＥＬ（Electro Luminescence）装置などの表示
パネルを組み込んだ電気光学装置が広く用いられている。
【０００３】
　液晶装置は、２枚の基板の間に液晶層を挟持して構成される。一方の基板は、他方の基
板の一端より外側に張り出す実装領域を有する。この実装領域には、液晶駆動用のドライ
バＩＣ（Integrated Circuit）、ＦＰＣ（Flexible Printed Circuit）、及びドライバＩ
ＣとＦＰＣとを電気的に接続する接続用端子などが配置されている。
【０００４】
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　例えば、この種の構成を有する液晶装置が特許文献１に記載されている。
【０００５】
　特許文献１に記載の液晶装置は、素子基板と対向基板との間に液晶層を挟持してなる液
晶パネルを備え、素子基板が対向基板を基準として表示側に配置されている。素子基板は
、対向基板の一端より外側に張り出す基板張出部を有している。フレキシブル回路基板は
、その一端が基板張出部に接続されていると共に、表示面とは反対の面側に折り曲げられ
ている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－３１２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、携帯電話等の比較的小型の電子機器では、携帯性および軽量化を重視するた
め、電子機器自体の大きさに制限がある。一方で、デザイン重視の観点から、電子機器の
筐体に対して表示エリアをできる限り大きくしたいといったニーズがある。こういったこ
とを背景に、液晶装置等の表示装置に対しては、非表示領域、特に表示モジュールの外形
寸法をできる限り小さくすることが望まれる。
【０００８】
　ところが、上記した特許文献１に記載のフレキシブル回路基板は、基板張出部から外側
に張り出す折り曲げ部分を有しているので、その分、基板の実装領域側における外形寸法
が大きくなってしまう。このように外形寸法が大きくなることで、電子機器内における表
示装置の非表示領域の占有する割合が大きくなり、その分、電子機器の設計に制約がかか
ってしまうといった課題がある。
【０００９】
　本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、基板の実装領域側における外形寸法
を小さくすることが可能な配線基板の実装構造を備える電気光学装置及びそれを用いた電
子機器を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の１つの観点では、電気光学装置は、一の面が表示側となるパネル基板を有する
電気光学パネルと、前記パネル基板と接続された配線基板と、を備え、前記配線基板の一
端は、前記パネル基板の前記表示側と反対側の面において前記パネル基板に接続され、前
記配線基板の一端における外側面が、前記電気光学パネルの表示領域とは逆側を向くよう
前記配線基板が配置されていることを特徴とする。
【００１１】
　上記構成の電気光学装置によれば、配線基板を折り返すことなく、配線基板を電気光学
パネルの表示面の裏側に配置することができる。そのため、後述する比較例にあるような
、配線基板を折り返すための領域が不要となる。パネル基板に接続される配線基板の一端
における端辺は、パネル基板の外側にはみ出さないように、配線基板を配置すれば、電気
光学パネルの外形寸法に対して全く影響を及ぼさない構成となる。勿論、若干のはみ出し
、例えば、配線基板を折り返すために必要な距離以内でのはみ出しなら本発明は十分有用
である。
【００１２】
　また、配線基板の他の端辺、例えば、パネル基板と接続される端辺と対向する端辺も、
電気光学パネルの外形からはみ出さないよう配線基板を配置すれば、その端辺における電
気光学パネルの外形寸法に対しても全く影響を及ぼさない構成となる。
【００１３】
　上記の電気光学装置の一つの態様では、前記配線基板の少なくとも一部が、前記電気光
学パネルの前記表示領域と重なっていることを特徴とする。
【００１４】
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　本発明において、配線基板は表示側とは反対の側に配置されるため、配線基板を表示領
域に重ねて配置することができる。そうすることにより、配線基板上に十分な配線領域、
及び電子部品等を実装するための領域を確保することができるようになる。
【００１５】
　なお、電気光学パネルとしては、例えば、液晶表示パネル、有機エレクトロルミネッセ
ンス表示パネル、電気泳動を利用した電子ペーパ等の各種の平面型の表示パネルを適用す
ることができる。
【００１６】
　上記の電気光学装置の他の態様では、前記電気光学パネルの前記表示側とは逆側に配置
された照明装置と、前記電気光学パネルの前記表示側とは逆側に配置され、前記照明装置
を収容する枠体と、を備え、前記配線基板は、前記一端側が前記枠体と前記実装領域との
間に配置され、さらに前記枠体の内側面に沿って前記電気光学パネルから離隔する方向に
延在し、さらに前記照明装置において前記電気光学パネル側とは逆側の面と対向する位置
まで延在している。
【００１７】
　これによれば、この電気光学装置を搭載した電子機器に対して衝撃等の外力が加わった
場合でも、枠体の内側面に沿う配線基板の部分が移動し難くなり、配線基板と電気光学パ
ネルとの接続部分の剥離が生じることを防止できる。その結果、配線基板と電気光学パネ
ルとの接続の信頼性を向上させることができる。
【００１８】
　上記の電気光学装置の他の態様では、前記電気光学パネルは、前記電気光学層を挟持す
る前記パネル基板及び対向基板と、前記電気光学層を駆動するドライバＩＣと、を備え、
前記パネル基板は、前記対向基板の一端より前記電気光学層とは逆側に張り出す前記実装
領域を有し、前記ドライバＩＣは、前記配線基板、又は前記パネル基板において前記実装
領域以外の領域に配置されている。これにより、実装領域にドライバＩＣを配置する構成
と比べて実装領域の長さを小さくすることができ、実装領域側における非表示領域の長さ
をさらに小さくすることができる。
【００１９】
　上記の電気光学装置の他の態様では、前記配線基板には、前記一端側とは逆側に位置す
る他端側が、前記電気光学パネル又は前記照明装置における前記表示側とは逆側の面に対
し対向するように、折癖が付与された複数の屈曲部を有する。これにより、配線基板と電
気光学パネルとの接続部分に対して、その両者を剥離させるような応力が作用するのを抑
制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００２１】
　[液晶装置の構成]
　まず、図１乃至図３（ａ）を参照して、本発明の実施形態に係る電気光学装置の一例と
しての液晶装置１００の構成について説明する。
【００２２】
　図１（ａ）は、本実施形態に係る液晶装置１００をその表示側から見た斜視図を示す。
ここで、「表示側」とは、視認者により表示画像が視認される側を指す。図１（ｂ）は、
本実施形態に係る液晶装置１００をその表示側とは逆側から見た斜視図を示す。なお、図
１（ｂ）では、配線基板の一例としてのＦＰＣ（Flexible Printed Circuit）１６と、液
晶表示パネル５０との接続位置が分かるように、ＦＰＣ１６と液晶表示パネル５０とを切
り離した状態で図示することにしている。図２は、本実施形態に係る液晶装置１００をそ
の表示側とは逆側から見た平面図を示す。図３（ａ）は、図２の切断線Ａ－Ａ’に沿った
液晶装置１００の要部断面図を示し、特に、液晶装置１００に対するＦＰＣ１６の接続構
造を示す。
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【００２３】
　液晶装置１００は、反射表示方式を有する液晶装置であり、電気光学パネルの一例とし
ての液晶表示パネル５０と、一対の偏光板５、６と、ＦＰＣ１６と、を備える。
【００２４】
　液晶表示パネル５０は、複数の面のうち一つの面が表示側となるパネル基板としての素
子基板１と対向基板２とを枠状のシール材３を介して貼り合わせ、シール材３で区画され
る領域内に、電気光学層の一例としての液晶層４を狭持して構成される。なお、本発明で
は、液晶表示パネル５０は、以下の構成に限定されず、周知の種々の構成を採り得る。
【００２５】
　素子基板１は、対向基板２を基準として表示側に配置される。素子基板１は、板状の形
状及び矩形状の平面形状を有し、複数の外側面を有する。なお、以下では、素子基板１に
おいて、表示領域Ｖとは逆側に位置する実装領域１ｈの外側面を第１の外側面１ｓａとし
、また、第１の外側面１ｓａに交差する外側面を夫々第２の外側面１ｓｂ及び第３の外側
面１ｓｃとし、また、第２の外側面１ｓｂ及び第３の外側面１ｓｃの各々に交差し且つ第
１の外側面１ｓａと向かい合う外側面を第４の外側面１ｓｄとして説明する。
【００２６】
　素子基板１は、複数のデータ線１１、複数の走査線１２、データ線駆動回路（第１のド
ライバＩＣ）１３、複数の走査線駆動回路（第２のドライバＩＣ）１４、及び複数の外部
接続用端子１５を備え、対向基板２の一端２ｓａから表示領域Ｖ側とは逆側に張り出す実
装領域１ｈを有する。
【００２７】
　各データ線１１は、実装領域１ｈ上のデータ線駆動回路１３から表示領域Ｖにかけて延
在している。各走査線１２は、実装領域１ｈ上の走査線駆動回路１４から第４の外側面１
ｓｄに向かって延在し、さらにその終端部から第２の外側面１ｓｂ側又は第３の外側面１
ｓｃ側に向かって折れ曲がるように延在している。各データ線１１と各走査線１２との交
差位置には、表示の最小単位となる画素領域Ｇが形成される。この画素領域Ｇが行列状に
配列された領域（一点鎖線にて囲まれる領域）が表示領域Ｖである。
【００２８】
　データ線駆動回路１３、走査線駆動回路１４及び複数の外部接続用端子１５は、それぞ
れ、実装領域１ｈにおける対向基板２側の面１ｈａに実装又は形成されている。図３（ａ
）に示すように、データ線駆動回路１３は、入力用端子１３ａ及び出力用端子１３ｂを有
する。データ線駆動回路１３の出力用端子１３ｂは、各データ線１１に電気的に接続され
ている一方、データ線駆動回路１３の入力端子１３ａは、各外部接続用端子１５に電気的
に接続されている。走査線駆動回路１４は、図示しない入力用端子及び出力用端子を有す
る。走査線駆動回路１４の出力用端子は、各走査線１２に電気的に接続されている一方、
走査線駆動回路１４の入力用端子は、各外部接続用端子１５に電気的に接続されている。
【００２９】
　対向基板２は、素子基板１を基準として表示側とは逆側に配置される。対向基板２は、
画素領域Ｇと平面的に重なる位置に配置される複数のカラーフィルタ層、各カラーフィル
タ層を基準として液晶層４側とは逆側に配置される反射層、及び各カラーフィルタ層を区
画する位置に配置される遮光層等を備えるが、本例では、それらの構成要素の図示は省略
している。
【００３０】
　偏光板５は、素子基板１を基準として液晶層４側とは逆側に配置されている。一方、偏
光板６は、対向基板２を基準として液晶層４側とは逆側に配置されている。偏光板５の透
過軸は、例えば偏光板６の透過軸に対して略９０[°]に設定される。
【００３１】
　ＦＰＣ１６は、電子部品１７が実装される本体部１６ａと、本体部１６ａの一端より外
側に張り出す第１の接続部１６ｂと、本体部１６ａの一端とは逆側の他端から外側に張り
出す第２の接続部１６ｃと、を備える。電子部品１７としては、例えば抵抗やコンデンサ
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などが挙げられる。本例では、電子部品１７は、ＦＰＣ１６において、液晶表示パネル５
０側とは逆側の面に実装されているが、当該電子部品１７は、液晶表示パネル５０側の面
に実装されていてもよい。第１の接続部１６ｂは、各外部接続用端子１５と電気的に接続
される。第２の接続部１６ｃは、後述する電子機器に電気的に接続される。
【００３２】
　これにより、電子機器側からＦＰＣ１６、各外部接続用端子１５及びデータ線駆動回路
１３を介して各データ線１１に表示内容に応じたデータ信号が、また、ＦＰＣ１６、各外
部接続用端子１５及び各走査線駆動回路１４を介して各走査線１２に走査信号が夫々供給
される。このとき、液晶表示パネル５０における液晶層４の液晶分子の配向が制御され、
表示領域Ｖに表示画像が映し出される。その結果、表示側に位置する視認者により表示画
像が視認される。
【００３３】
　　（液晶表示パネルに対するＦＰＣの接続構造）
　まず、図３（ｂ）を参照して、比較例に係る液晶表示パネル５０に対するＦＰＣ１６ｘ
の接続構造等について説明し、次いで、本実施形態に係る液晶表示パネル５０に対するＦ
ＰＣ１６の接続構造について説明する。なお、比較例の説明に際しては、本実施形態と同
一の要素については同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００３４】
　図３（ｂ）は、図３（ａ）に対応する、比較例に係る液晶表示パネル５０に対するＦＰ
Ｃ１６ｘの接続構造を示す要部断面図である。
【００３５】
　比較例では、上記した本実施形態と異なり、対向基板２が表示側に配置されると共に、
素子基板１が、対向基板２を基準として表示側とは逆側に配置される。そして、ＦＰＣ１
６ｘは、その一端１６ｘａが実装領域１ｈの表示側の面１ｈａに配置された各接続用端子
１５に電気的に接続され、さらに実装領域１ｈの第１の外側面１ｓａより液晶層４側とは
逆側に張り出した状態で、素子基板１の表示側とは逆側に折り返されている。
【００３６】
　このため、実装領域１ｈ側における非表示領域ＮＶの長さが、実装領域１ｈ側における
表示領域Ｖの周縁部から素子基板１の第１の外側面１ｓａまでの長さｄ２１と、素子基板
１の第１の外側面１ｓａからＦＰＣ１６ｘの折り返し部分１６ｘｂの先端までの長さｄ２
２とを加えた長さｄ２となっている。
【００３７】
　このように比較例では、素子基板１の第１の外側面１ｓａから外側に張り出す折り返し
部分１６ｘｂを有することで、その分、素子基板１の実装領域１ｈ側における、非表示領
域ＮＶの長さが大きくなってしまう。このため、比較例では、電子機器内に液晶装置を搭
載した場合に、電子機器内おいて液晶装置の非表示領域ＮＶの占有する割合が大きくなり
、その分、電子機器の設計に制約がかかってしまうといった課題がある。
【００３８】
　この点、本実施形態では、ＦＰＣ１６の一端（一つの端辺）１６ｓａは、素子基板１の
表示側と反対側の面において素子基板１に接続され、ＦＰＣ１６の一端１６ｓａにおける
第１の外側面１ｓａが、液晶表示パネル５０の表示領域Ｖとは逆側を向くようＦＰＣ１６
が配置されている。
【００３９】
　この構成によれば、ＦＰＣ１６を折り返すことなく、ＦＰＣ１６を液晶表示パネル５０
の表示面の裏側に配置することができる。そのため、上記した比較例にあるような、ＦＰ
Ｃ１６を折り返すための領域が不要となる。素子基板１に接続されるＦＰＣ１６の一端に
おける端辺１６ｓａは、素子基板１の外側にはみ出さないように、ＦＰＣ１６を配置すれ
ば、液晶表示パネル５０の外形寸法に対して全く影響を及ぼさない構成となる。勿論、若
干のはみ出し、例えば、ＦＰＣ１６を折り返すために必要な距離以内でのはみ出しなら本
発明は十分有用である。
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【００４０】
　また、ＦＰＣ１６の他の端辺１６ｓｂ、１６ｓｃ、１６ｓｄ、例えば、素子基板１と接
続される端辺１６ｓａと対向する端辺１６ｓｃも、液晶表示パネル５０の外形からはみ出
さないようＦＰＣ１６を配置すれば、その端辺１６ｓｃにおける液晶表示パネル５０の外
形寸法に対しても全く影響を及ぼさない構成となる。
【００４１】
　また、本実施形態では、ＦＰＣ１６の少なくとも一部が、液晶表示パネル５０の表示領
域Ｖと重なっている。
【００４２】
　これによれば、ＦＰＣ１６は表示側とは反対の側に配置されるため、ＦＰＣ１６を表示
領域Ｖに重ねて配置することができる。そうすることにより、ＦＰＣ１６上に十分な配線
領域、及び電子部品等を実装するための領域を確保することができるようになる。
【００４３】
　本実施形態の好適な例では、ＦＰＣ１６は、その一端１６ｓａ側、即ち第１接続部１６
ｂ側が基準面Ｓ１に対して表示領域Ｖとは逆側にはみ出さないように、実装領域１ｈにお
ける表示側とは逆側の面１ｈａに形成された各外部接続用端子１５に電気的に接続され、
さらに液晶表示パネル５０と平面的に重なるように、その一端１６ｓａから表示領域Ｖ側
に向かって延在している。ここで、基準面Ｓ１とは、表示領域Ｖとは逆側に位置する実装
領域１ｈの第１の外側面１ｓａを通る仮想平面を指す。なお、本例では、ＦＰＣ１６は、
その一端１６ｓａが基準面Ｓ１と同一の面上に位置するように配置されているが、これに
限らず、ＦＰＣ１６は、その一端１６ｓａが基準面Ｓ１よりも表示領域Ｖ側に位置するよ
うに配置されていてもよい。
【００４４】
　この構成によれば、実装領域１ｈ側における非表示領域ＮＶの長さが、実装領域１ｈ側
における表示領域Ｖの周縁部から素子基板１の第１の外側面１ｓａまでの長さｄ１（＝ｄ
２１）となる。よって、上記した比較例と比較して、実装領域１ｈ側における非表示領域
ＮＶの長さを小さくすることができる。その結果、比較例と比較して、電子機器内おいて
液晶装置１００の非表示領域ＮＶの占有する割合を小さくすることができ、電子機器の設
計に制約がかかってしまうことを防止できる。また、この構成によれば、ＦＰＣ１６の一
部を表示領域Ｖと重ねることができるので、その分、実装領域１ｈを小さくすることがで
きる。
【００４５】
　因みに、本実施形態では、ＦＰＣ１６の一端１６ｓａに交差する側面（端辺）１６ｓｂ
、１６ｓｄの各々は、第２の外側面１ｓｂ、第３の外側面１ｓｃの各々より表示領域Ｖと
は逆側にはみ出さない位置に配置されている。
【００４６】
　また、本実施形態では、ＦＰＣ１６には、その他端１６ｓｃ側、即ち第２接続部１６ｃ
側が液晶表示パネル５０における表示側とは逆側の面に対し対向するように、折癖が付与
された複数の屈曲部１６ｚを有する。これにより、ＦＰＣ１６の第１の接続部１６ｂと各
外部接続用端子１５との接続部分に対して、その両者を剥離させるような応力が作用する
のを抑制することができる。
【００４７】
　[変形例]
　本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲にお
いて種々の変形をすることが可能である。以下、各種の変形例について説明する。
【００４８】
　　（変形例１）
　図４（ａ）は、図３（ａ）に対応する、変形例１に係る液晶表示パネル５０に対するＦ
ＰＣ１６の接続構造を示す要部断面図である。
【００４９】
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　変形例１に係る液晶装置１００ａでは、上記した本実施形態と比較して、主に、データ
線駆動回路１３、及び図示しない走査線駆動回路１４のそれぞれを、例えばＣＯＦ(Chip 
On Film)等の技術を用いてＦＰＣ１６に実装している点、ＦＰＣ１６の第１の接続部１６
ｂが各データ線１１及び各走査線１２に接続されている点が異なり、それ以外は同様であ
る。
【００５０】
　これにより、変形例１では、実装領域１ｈの表示側とは逆側の面１ｈａにデータ線駆動
回路１３及び走査線駆動回路１４を配置しない分、上記した本実施形態と比べて実装領域
１ｈの長さを小さくすることができる。ここで、実装領域１ｈの長さとは、実装領域１ｈ
において、素子基板１の第１の外側面１ｓａ及び第４の外側面１ｓｄの各々に直交する仮
想線の延在方向の長さを指す。よって、変形例１では、実装領域１ｈ側における非表示領
域ＮＶの長さｄ４を、上記した本実施形態と比べてさらに小さくすることができる。
【００５１】
　なお、変形例１では、データ線駆動回路１３、走査線駆動回路１４及び電子部品１７は
、ＦＰＣ１６において液晶表示パネル５０側の面に配置されるが、それらは、ＦＰＣ１６
において液晶表示パネル５０側とは逆側の面に配置されていてもよい。
【００５２】
　　（変形例２）
　図４（ｂ）は、図４（ａ）に対応する、変形例２に係る液晶表示パネル５０に対するＦ
ＰＣ１６の接続構造を示す要部断面図である。
【００５３】
　変形例２に係る液晶装置１００ｂでは、変形例１と比較して、図示しないデータ線駆動
回路１３及び走査線駆動回路１４のそれぞれを、ＳＯＧ(System On Glass)等の技術を用
いて、実装領域１ｈを除く素子基板１の表示側の面に実装している点が異なり、それ以外
は同様である。これにより、変形例１と同様に、実装領域１ｈ側における非表示領域ＮＶ
の長さｄ４をさらに小さくすることができる。
【００５４】
　　（変形例３）
　図５は、図４（ａ）に対応する、変形例３に係る液晶表示パネル５０に対するＦＰＣ１
６の接続構造を示す要部断面図である。
【００５５】
　変形例３に係る液晶装置１００ｃは、上記した本実施形態等と比較して、主に、液晶表
示パネル５０を照明する照明装置５１、及び照明装置５１を収容する枠体３０を更に備え
、透過方式又は半透過反射方式の液晶装置を構成している点が異なり、それ以外は略同様
である。
【００５６】
　照明装置５１は、偏光板５を挟んで対向基板２の液晶層４側とは逆側に配置されている
。照明装置５１は、光源２０と、導光板２１と、反射シート２２と、光学シート２３と、
を備える。光源２０は、導光板２１の一端面と対向する位置に配置される。光源２０とし
ては、例えば発光ダイオードや、冷陰極管（ＣＣＦＬ：Cold Cathode Fluorescent Lamp
）等が挙げられる。導光板２１は、透光性素材にて形成され、光源２０から出射された光
Ｌを図中矢印に示すように液晶表示パネル５０側に向けて導く。反射シート２２は、光を
反射する素材にて形成され、導光板２１において液晶表示パネル５０側と逆側に配置され
る。光学シート２３は、導光板２１において液晶表示パネル５０側に配置される。光学シ
ート２３には、例えば、拡散シートやプリズムシート等が含まれる。
【００５７】
　枠体３０は、枠状の形状を有し、液晶表示パネル５０の表示側とは逆側に配置され、照
明装置５１を収容している。枠体３０は、照明装置５１に対向する内側面３０ａと、照明
装置５１側とは逆側に位置する外側面３０ｂと、内側面３０ａ及び外側面３０ｂに交差し
且つ実装領域１ｈと対向する上面３０ｃと、枠体３０の内側面３０ａ及び外側面３０ｂに
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交差し且つ枠体３０の上面３０ｃと向かい合う下面３０ｄと、を有する。
【００５８】
　ここで、枠体３０の内側面３０ａと外側面３０ｂとを結ぶ仮想線の延在方向における、
枠体３０の厚さをｄ５とした場合、枠体３０の内側面３０ａは、枠体３０の厚さｄ５が上
面３０ｃから下面３０ｄに向かうに従い漸次大きくなるように傾斜する形状を有する。
【００５９】
　特に、変形例３に係る液晶装置１００ｃでは、ＦＰＣ１６は、その一端１６ｓａ側が枠
体３０と実装領域１ｈとの間に配置され、さらに枠体３０の内側面３０ａに沿って液晶表
示パネル５０から離隔する方向に延在し、さらに照明装置５１において液晶表示パネル５
０側とは逆側の面と対向する位置まで延在している。また、本例では、ＦＰＣ１６の他端
１６ｓｃ側は、図示しない接着要素を介して照明装置５１において液晶表示パネル５０側
とは逆側の面に接合されている。なお、変形例３において、液晶表示パネル５０に対する
ＦＰＣ１６の接続構造は、上記した実施形態と同様である。
【００６０】
　この構成によれば、液晶装置１００ｃを搭載した電子機器に対して衝撃等の外力が加わ
った場合でも、枠体３０の内側面３０ａに沿うＦＰＣ１６の部分が移動し難くなり、ＦＰ
Ｃ１６の第１の接続部１６ｂと各外部接続用端子１５との接続部分の剥離が生じることを
防止できる。その結果、ＦＰＣ１６の第１の接続部１６ｂと各外部接続用端子１５との接
続の信頼性を向上させることができる。また、枠体３０の内側面３０ａに沿うＦＰＣ１６
の部分が移動し難くなることで、各屈曲部１６ｚを基点として亀裂などが生じることを防
止できる。その結果、ＦＰＣ１６の断線防止を図ることができる。
【００６１】
　その他、上記の実施形態及び各種変形例においては、電気光学パネルとして液晶表示パ
ネル５０を適用した例で説明したが、これに限らず、本発明では、電気光学パネルとして
、例えば、有機エレクトロルミネッセンス表示パネル、電気泳動を利用した電子ペーパ等
の各種の平面型の表示パネルを適用することもできる。
【００６２】
　[電子機器]
　次に、上記した実施形態に係る液晶装置１００、或いは上記した各種変形例に係る液晶
装置１００ａ、１００ｂ、１００ｃのうちの何れかの液晶装置（以下、代表して「液晶装
置１０００」と称する）を備える電子機器の具体例について図６を参照して説明する。
【００６３】
　まず、本発明に係る液晶装置１０００を、可搬型のパーソナルコンピュータ（いわゆる
ノート型パソコン）の表示部に適用した例について説明する。図６（ａ）は、このパーソ
ナルコンピュータの構成を示す斜視図である。同図に示すように、パーソナルコンピュー
タ７１０は、キーボード７１１を備えた本体部７１２と、本発明に係る液晶装置１０００
を適用した表示部７１３とを備えている。
【００６４】
　続いて、本発明に係る液晶装置１０００を、携帯電話機の表示部に適用した例について
説明する。図６（ｂ）は、この携帯電話機の構成を示す斜視図である。同図に示すように
、携帯電話機７２０は、複数の操作ボタン７２１のほか、受話口７２２、送話口７２３と
ともに、本発明に係る液晶装置１０００を適用した表示部７２４を備える。
【００６５】
　なお、本発明に係る液晶装置１０００を適用可能な電子機器としては、図６（ａ）に示
したパーソナルコンピュータや図６（ｂ）に示した携帯電話機の他にも、液晶テレビ、ビ
ューファインダ型・モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ペ
ージャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、ＰＯＳ
端末、ディジタルスチルカメラなどが挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
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【図１】本実施形態に係る液晶装置を表示側又は表示側とは逆側から見た各斜視図。
【図２】本実施形態に係る液晶装置を表示側とは逆側から見た平面図。
【図３】本実施形態及び比較例に係るＦＰＣの接続構造を示す各要部断面図。
【図４】変形例１及び２に係るＦＰＣの接続構造を示す各要部断面図。
【図５】変形例３に係るＦＰＣの接続構造を示す要部断面図。
【図６】本発明の液晶装置を備える電子機器の斜視図。
【符号の説明】
【００６７】
　１　素子基板（パネル基板）、　１ｈ　実装領域、　１ｓａ　第１の外側面、　１ｓｂ
　第２の外側面、　１ｓｃ　第３の外側面、　１ｓｄ　第４の外側面、　２　対向基板、
　２ｓａ　一端、　４　液晶層（電気光学層）、　１３　データ線駆動回路（第１のドラ
イバＩＣ）、　１４　走査線駆動回路（第２のドライバＩＣ）、　１５　外部接続用端子
、　１６　ＦＰＣ、　１６ａ　本体部、　１６ｂ　第１の接続部、　１６ｃ　第２の接続
部、　１６ｓａ　一端、　１６ｓｃ　他端、　１７　電子部品、　３０　枠体、　３０ａ
　内側面、　５０　液晶表示パネル（電気光学パネル）、　５１　照明装置、　１００　
液晶装置（電気光学装置）、　Ｖ　表示領域、　ＮＶ　非表示領域、　Ｓ１　基準面

【図１】 【図２】
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